令和　　年　　月　　日
申請手数料の減額等申出書

一般財団法人ふくしま建築住宅センター　御中

　下記の申請（以下「本申請」）に当たり、センターに本申請と同一の建築物（同じ計画内容のもの）で「他の申請」を行っているため、手数料減額又は併願申請等の手数料が適用できるので本申請にこれを添付し、下記により申し出ます。
記
１　本申請の物件所在地
地名地番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　次の（１）又は（２）のどちらかを選択し記入してください。両方を選択することはできません。
（１）手数料減額又は併願申請手数料となる申請　　該当する□にチェックを入れてください。
	本申請（変更申請は対象外）
（手数料減額等の対象の申請）
	他の申請
（同時に申請又は既に行った申請）

	□　建築確認申請
	□　住宅性能評価（変更は対象外）
□　長期使用構造等確認（変更は対象外）
□　宣言書（設計住宅性能評価等の申請先が
当センターである場合に限ります）

	□　建築物エネルギー消費性能適合性判定
□　BELS評価
□　低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
□　建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査
	□　建築確認申請



（２）手数料が11,000円（税込み）となる申請　　　該当する□にチェックを入れてください。
	本件申請（対象の申請）
	他の申請（既に行った申請）

	□　BELS評価（注）
	□　設計住宅性能評価
□　長期使用構造等確認
□　建築物エネルギー消費性能適合性判定
□　低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
□　建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査

	□　建築物エネルギー消費性能適合性判定（当初申請の場合）　
	□　設計住宅性能評価
□　長期使用構造等確認

	□　建築物エネルギー消費性能適合性判定（変更申請の場合）　
	□　変更設計住宅性能評価
□　変更長期使用構造等確認

	□　低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査
□　建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査
	□　設計住宅性能評価
□　長期使用構造等確認


注：省エネ基準の計算方法や判定・評価の計画エリアが同じ（追加の評価審査が生じない）こと。

３　上表の「他の申請」については、次の☑（いずれか一つ）のとおりです。
　　上表２（１）で「宣言書」に☑した場合は記入が不要です。
□　上表の右欄で☑をした申請の確認済証・評価書等の写しを添付します
□　上表の右欄で☑をした申請の引受承諾書の写しを添付します。
　　□　同時申請（申請先：□同じ事務所　　□電子申請　　□他の事務所）です。
□　評価書等・引受承諾書の番号は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

４　「他の申請」が本申請と「同一の建築物（同じ計画内容のもの）」でなかった場合、又は申請がなかった場合は、手数料の減額、併願申請手数料及び手数料11,000円は適用されません。
　　□　上記４を確認しました。
本申請の建築主（又は申請者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
